
4ha以下

太陽光発電事業 計画 から 着工 までの流れ

農林漁業との調和・

地域の活力向上・持続的発展

に資する事業

農地で発電事業を

行う場合

森林で発電事業を

行う場合

農山漁村再生可能エネルギー法協議会

において基本計画策定

森林法第5条の規定に基づく

地域森林計画の対象民有林

市街化区域内

市街化区域外

０．５ha超

０．５ha以下

開発地面積

市農業委員会

県北農林事務所

市農林整備課

市環境課

市環境課

農用地区域内 農業振興地域の整備に関する法律

福島市ガイドライン

市：基本計画作成

→事業者：設備整備計画作成

農地転用許可申請書

農地転用届出書

農用地区域からの除外

林地開発許可制度

その他の法令に基づく手続き・届出・許可

小規模林地開発計画書

転用面積

4ha超

市農業委員会

※申請時に施設設置

計画書の協議状況

を確認します

※転用面積に関わらず、営農型発電については県との事前協議が必要

農地転用許可申請書

福島県農業担い手課

県北農林事務所企画部

市農業企画課

農地転用

農地転用手続きへ

①事業計画書
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③施設設置計画書
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②大規模太陽光発電施設設置事前協議書

計画の概要

現況写真

関係機関との協議状況がわかる書類

住民説明会等の概要等

協定書

概ね１ｍを超える盛り土の有無

緊急連絡体制網

その他市長が必要と認めるもの

大
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模
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施
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法令等

④

設
置
完
了
届

近隣住民等との調和

施

工

・住民説明会等の概要等

・協定書（大規模太陽光発電施設の場合）

※ガイドライン手続きに並行して、各法令等による手続きを進めてください。
上記掲載の他、他の法令等により別途届出等が必要な場合もあるため、事業者の責任において関係機関との協議等を行ってください。


